
 

 

○
公
害
等
調
整
委
員
会
公
示
第
三
号 

 
 
 

宮
ヶ
瀬
ダ
ム
関
係
鉱
区
禁
止
地
域
指
定
請
求 

  

鉱
区
禁
止
地
域
の
指
定
の
請
求
が
あ
っ
た
か
ら
、
鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の

調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
土
地
調
整
委
員
会
規
則
第
二

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
十
六
年
五
月
二
十
五
日 

公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長 

加
藤 

和
夫 

 

一 

請
求
者
名 

国
土
交
通
大
臣 

二 

地
域
の
所
在
地 

神
奈
川
県
愛
甲
郡
愛
川
町
、
同
郡
清
川
村
及
び
津
久
井
郡
津
久
井
町
地
内 

三 

鉱
物
の
名
称 

鉱
業
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
二
八
九
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
鉱
物
全
部 

四 

地
域
の
境
界
の
表
示 

第
二
項
記
載
の
地
内
の
次
の
各
境
界
点
を
番
号
順
に
結
ぶ
直
線
及
び
境
界

点
第
三
二
号
と
第
一
号
と
を
結
ぶ
直
線 

  
 

 
 

                 
 
 
 

     

１５ １４ １３ １２ １１ １０ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 

境
界
点 

の
番
号 

 

五
三
、
五
八
九

五
三
、
二
〇
五

五
四
、
四
七
二

五
五
、
七
七
七

五
六
、
三
一
八

五
六
、
〇
二
六

五
四
、
六
〇
五

五
五
、
一
一
四

五
五
、
五
九
九

五
五
、
〇
七
九

五
四
、
二
五
四

五
三
、
〇
四
〇

五
二
、
四
二
六

五
〇
、
九
六
〇

四
九
、
八
〇
五

座
標
Ｘ
（－）
メ
ー
ト
ル 

五
六
、
七
四
四

五
五
、
五
〇
五

五
五
、
七
七
一

五
六
、
七
四
一

五
五
、
〇
八
五

五
四
、
一
一
〇

五
三
、
七
九
四

五
二
、
七
九
四

五
二
、
三
九
七

五
一
、
九
〇
八

五
二
、
〇
三
〇

五
二
、
一
七
二

五
二
、
八
七
四

五
一
、
八
五
七

五
二
、
五
九
八

 

座
標
Ｙ
（－）
メ
ー
ト
ル 

位 
 
 
 
 
 

置 

表
示
の
座
標
は
、
測
量
法

(

昭
和
二
四
年
法
律
第
一

八
八
号)

に
基
づ
く
平
面

直
角
座
標
系
に
よ
る
。 

 

備 
 

考 



 

 

 
 

                              

五 

地
域
図 

次
の
と
お
り 

                  
 

３２ ３１ ３０ ２９ ２８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７ １６ 

四
九
、
六
一
六 

四
六
、
五
四
二 

四
六
、
六
五
五 

四
六
、
九
三
四 

四
九
、
八
二
一 

五
〇
、
二
四
〇 

五
〇
、
二
五
五 

五
一
、
三
一
九 

五
二
、
三
四
八 

五
二
、
四
四
七 

五
〇
、
〇
四
二 

四
九
、
八
二
三 

四
九
、
八
一
六 

五
〇
、
一
九
二 

五
〇
、
三
八
三 

五
二
、
八
二
九 

五
三
、
四
六
〇 

五
三
、
〇
二
五 

五
五
、
一
四
二 

五
五
、
三
〇
七 

五
五
、
三
五
八 

五
三
、
三
七
〇 

五
四
、
一
九
四 

五
六
、
〇
二
九 

五
六
、
七
八
九 

五
六
、
八
九
五 

五
七
、
一
五
九 

六
三
、
四
三
五 

六
三
、
五
八
二 

六
四
、
〇
〇
二 

六
三
、
九
〇
四 

六
三
、
六
二
二 

五
七
、
三
〇
八 

五
八
、
一
七
三 

 





 

 

六 
地
域
の
面
積 

二
、
八
五
五
．
六
七
ヘ
ク
タ
ー
ル 

七 

請
求
の
理
由
の
要
旨 

１ 

請
求
地
域
は
、
神
奈
川
県
愛
甲
郡
愛
川
町
、
同
郡
清
川
村
及
び
津
久
井
郡
津
久
井
町
に
ま
た
が
る

相
模
川
水
系
中
津
川
に
建
設
さ
れ
、
平
成
一
三
年
度
か
ら
本
格
運
用
を
開
始
し
て
い
る
宮
ヶ
瀬
ダ

ム
、
貯
水
池
及
び
導
水
路
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
地
域
で
あ
る
。 

２ 

同
ダ
ム
は
、
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
二
年
法
律
第
三
五
号
）
に
基
づ
き
建
設
さ
れ
た
、
堤

高
一
五
六
メ
ー
ト
ル
、
堤
頂
長
約
四
○
○
メ
ー
ト
ル
の
重
力
式
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
で
あ
り
、
総
貯

水
容
量
一
億
九
、
三
○
○
万
立
方
メ
ー
ト
ル
、
有
効
貯
水
容
量
一
億
八
、
三
○
○
万
立
方
メ
ー
ト
ル

の
貯
水
池
に
よ
り
、
洪
水
調
節
、
流
水
の
正
常
な
機
能
の
維
持
・
増
進
及
び
新
規
利
水
の
確
保
（
最

大
二
万
五
、
四
○
○
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
発
電
を
含
む
。
）
を
行
っ
て
い
る
。 

３ 

請
求
地
域
の
地
形
は
、
「
藤
野
木
―
愛
川
構
造
線
」
と
呼
称
さ
れ
る
大
断
層
に
よ
っ
て
、
急
峻
な

地
形
を
呈
す
る
清
川
村
及
び
津
久
井
町
側
と
緩
や
か
な
丘
陵
地
形
を
呈
す
る
愛
川
町
側
に
大
き
く

二
分
さ
れ
る
。
主
要
山
稜
の
標
高
は
、
約
一
、
五
○
○
メ
ー
ト
ル
を
有
す
る
丹
沢
山
地
中
心
部
か
ら

東
方
へ
と
徐
々
に
減
じ
、
標
高
約
五
○
○
〜
一
、
○
○
○
メ
ー
ト
ル
を
呈
す
る
平
均
勾
配
約
三
○
〜

四
○
度
の
急
傾
斜
山
地
が
連
な
っ
て
い
る
。
当
地
域
を
流
れ
る
中
津
川
は
、
丹
沢
山
を
源
と
し
北
東

方
向
に
流
下
し
て
お
り
、
導
水
路
の
接
続
す
る
道
志
川
と
と
も
に
相
模
川
へ
合
流
す
る
。 

 
 
 
 
 

請
求
地
域
の
地
質
は
、
主
に
火
山
砕
屑
岩
類
・
火
山
岩
類
か
ら
構
成
さ
れ
る
新
生
代
新
第
三
紀
中

新
世
の
丹
沢
層
群
、
愛
川
層
群
と
主
に
黒
色
頁
岩
・
粘
板
岩
か
ら
構
成
さ
れ
砂
岩
を
伴
う
中
生
代
白

亜
紀
の
小
仏
層
群
を
基
盤
岩
と
し
、
そ
の
上
に
被
覆
層
と
し
て
、
第
四
紀
更
新
世
の
砂
・
礫
層
か
ら

な
る
段
丘
堆
積
物
及
び
粘
性
土
層
か
ら
な
る
ロ
ー
ム
が
分
布
し
て
い
る
。 

４ 

請
求
地
域
内
に
お
い
て
鉱
物
の
掘
採
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
施
設
の
損
壊
、
貯
水
池
の
埋
没
、
漏

水
等
ダ
ム
、
貯
水
池
及
び
導
水
路
等
の
保
全
に
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
鉱
区
禁
止
地

域
の
指
定
を
請
求
す
る
も
の
で
あ
る
。 

八 

審
問
の
申
出
等 

１ 

本
件
に
関
し
、
審
問
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
土
地
所
有
者
、
土
地
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
、

鉱
業
権
者
、
鉱
業
出
願
人
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
）
は
、
鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等

に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
氏
名
、
職
業
、
住
所
並
び

に
そ
の
述
べ
よ
う
と
す
る
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
平
成
一
六
年
八
月 

三
一
日
ま
で
に
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
一
番
一
号
中
央
合
同
庁
舎
第
四
号
館
内
公
害
等

調
整
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
い
。 

 
 

審
問
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
追
っ
て
本
人
に
通
知
す
る
。 

２ 

公
聴
会
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
官
報
に
公
示
す
る
。 

                 
 


